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平成23年度以降の出産育児一時金制度の

1   ■ 在り方について

平成22年 12月 2日

厚生労働省保険局



平成23年度以降の出産育児二時金制度の具体的見直しについて(申請・支払方法①)

1.直接支払制度の改善

○ 支払のさらなる早期化

・ 診療報酬の支払早期化に伴い、各月25日 請求に係る出産育児一時金の支払等を早期化する。

○ 手続の簡素化
口専用請求書について、申請先となる保険者ごとに、1枚につき妊産婦3名 連記となつているものを、1枚につき、1名 とする。

・ 記載項目について、見直しを行う。

2.小規模施設等における受取代理の仕組みの制度化

OJヽ規模施設等においては、受取代理の実施も可能とする6

・ 対象施設は、①事務的負担が過大となる小規模の施設や、②資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設、とする。

・ 年間平均分娩件数が100件以下の診療所、助産所や、収入に占める正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所、

助産所を目安として、受取代理を実施する施設は、厚生労働省に対して届出を行うものとする。

・ 届出施設においては、①直接支払と受取代理の併用実施、②受取代理の実施のみ、のいずれの対応も可能とする。(ただ

し、妊婦等が選択する場合は、妊婦等が保険者へ直接申請し、支給を受けることも可能)

・ 受取代理を実施する施設の名称について、届出をもとに、厚生労働省から保険者へ情報提供するものとする:

※ 現在、分娩件数の約9割で、直接支払制度が利用されている。



平成23年度以降の出産育児一時金制度の具体的見直しについて(申請・支払方法②)

3.直接支払制度等の実施の選択

○ 直接支払(又は受取代理)を実施するかどうかはt医療機関等の選択とする。
○ 直接支払(又は受取代理)を実施する医療機関等であつても、①直接支払制度(又は受取代理制度)を利用

するか、②保険者へ直接請求し、支給を受けるかは、従来どおり、妊婦等の選択とする。

4.実施状況の把握

○ 実施状況を把握の上、必要に応じて見直しを検討する。

5.その他

○ 独立行政法人福祉医療機構による低利融資について、引き続き実施する。

O健 康保険法第106条に係る支給調整について、医療機関等、妊婦等の負担軽減のため、保険者間での調整

の仕組みを早急に整理する。

○ 申請手続等の所要の整備を行う。



平成23年度以降の出産育児一時金制度の具体的見直しについて(申請・支払方法③)
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(参考 1)

○ 分娩件数/月 別の診療所の割合・当該診療所における分娩件
‐数計の全体の分娩数に占める割合

※厚生労働省「医療施設調査」(平成20年 )より、保険局において集計。分娩数は、平成20年
5月 におけるもの。

(参考2)

○ 産婦人科診療所における医業収益に占めるその他の診療収益
の割合別の診療所の割合

◇直接支払制度を改善

①支払のさらなる早期化

②手続の簡素化

事務負担、資金繰りへの影
響が大きい施設

○ 受取代理の実施も

可能。(直接支払との
併用実施も可能 )

鰈 1轟祠 顆 躙 珈 リ

○ 直接支払 (又は受取代理)を実施するかどうかは、医
療機関等の選択。

3

件数/

月
～ 5 ～ 10 ～ 15 ～20 ～25 ～ 30 ～ 35 ～40 ～ 45 ～ 50

疱設勢 15.5ツ 23.8' 333, 43.29 53.5ツ 63.7, 71.0, 77.0, 8270/ 86.4物

分娩勢 04% 1.6% 3.7% 6.8% 110% 159% 20.1% 240% 28.2% 31.2%

医業収益に占めるその他の
診療収益の割合

400/o― 500/oγ 600/o～ 700/o―

診療所の割合 400/o 300/o 140/o 120/o

※厚生労働省「医療経済実態調査」(平成21年6月 )をもとに、保険局において集計。



平成23年度以降の出産育児一時金制度の具体的見直しについて(支給額等)

1.支給額について

○ 出産育児一時金の支給額は、42万円※とする。

※ 在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円

2.保険者への支援について

○ 医療保険者への支援については、医療保険制度全体の中での医療保険者への影響も含めて、引き続き、予

算編成過程において検討する。

3.今後の支給額の在り方について

○ 出産育児一時金による出産に要すべき費用の経済的負担の軽減を図るには、出産に要する費用のうち、ど

の範囲まで手当すべきか等について、今後も、必要に応じて議論していく。




